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奄美群島新ビジョン（仮称）の策定について 

 
 

令 和 ３ 年 ５ 月 3 1 日  
奄美群島市町村⾧会決定 

 
第１（策定） 
 奄美群島１２市町村は、国立公園への指定や世界自然遺産登録、有人国境離
島としての役割など、奄美群島が有する国家的役割を踏まえ、国内外を問わず
社会全体の幸せに寄与する持続可能な社会・地域づくり、群島民が幸せに生活
できる地域の実現のため、奄美群島新ビジョン（仮称）（以下「新ビジョン（仮
称）」という）を策定する。 
 
第２（策定時期） 
 新ビジョン（仮称）を令和４年度中に策定する。 
 新ビジョン（仮称）に基づく基本計画及び実施計画を令和５年度中に策定す
る。 
 
第３（策定期間） 
 新ビジョン（仮称）の策定期間は、令和６年度から令和１５年度の１０年間
とする。 
 なお、基本計画及び実施計画については令和６年度から令和１０年度を前
期計画、令和１１年度から令和１５年度を後期計画とする。 
 
第４（奄美群島新ビジョン懇話会の設置） 
 新ビジョン（仮称）の策定にあたって、その内容について提言するとともに、
策定後の定期的な成果検証への提言を行うための、奄美群島新ビジョン懇話
会（以下「懇話会」という。）を設置する。 
 懇話会の運営に関し、必要な事項は別に定める。 
 
第５（奄美群島新ビジョン策定作業部会の設置） 
 新ビジョン（仮称）の策定にあたって、奄美群島新ビジョン策定作業部会（以
下「作業部会」という。）を設置する。 
 作業部会の運営に関し、必要な事項は別に定める。 
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第６（策定に向けた連携） 
 新ビジョン（仮称）の策定にあたっては、１２市町村及び奄美群島広域事務
組合が連携して推進する。 
 
第７（事務局） 
 新ビジョン（仮称）策定に関する事務局を奄美群島広域事務組合に設置する。 
 
 
 
 

奄美群島市町村⾧会 
                     会  ⾧  高岡 秀規 

奄美市⾧  朝山 毅 
大和村⾧  伊集院 幼 
宇検村⾧  元山 公知 
瀬戸内町⾧ 鎌田 愛人 
龍郷町⾧  竹田 泰典 
喜界町⾧  隈崎 悦男 
徳之島町⾧ 高岡 秀規 
天城町⾧  森田 弘光 
伊仙町⾧  大久保 明 
和泊町⾧  伊地知 実利 
知名町⾧  今井 力夫 
与論町⾧  山 元宗 

 
 


